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ご あ い さ つ               理事長  山口 良治 
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土地改良区だより  NO.30 

伊佐市大口土地改良区 
〒895-2511 
鹿児島県伊佐市大口里５３番地１ 

（鹿児島県伊佐庁舎 別館２階） 

TeI  0995-22-9013    Fax  0995-22-5528 
E-mail   midorinet-okuchi@ec3.technowave.ne.jp 

 ◇ 組合員の総数 

     1,398 名 

 ◇ 地区の総面積 

     729 町 4 反 

      (202３.10 .2３現在) 

農村文化の伝承：鬼火炊き 
やぐら製作 
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規約第 47 条、会計細則 66 条により、伊佐市大口土地改良区の財務状況を公表します。 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財  務  状  況  報  告 

 

 

 

 
令和５年度第 1 回監事会が開催され、令和４年度の運営・事業・会計・経

理について監査が実施されました。その結果、何ら異常等は認められなか

ったことを報告致します。 

監査報告 

         令和５年７月７日       総括監事  石 原  昭 紀 

監   事  今 村  博 

   〃     梅 木  浩 一 
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 水路に刈草やゴミ等の不法投棄による苦情

が多く寄せられています。これらは流水阻害の

要因となり、水路から水があふれ住宅地での浸

水被害はもとより、下流域の受益地においては

十分な配水ができない状況がみられます。 

皆様方のご協力を 

お願いいたします。 

水路にゴミ・草を 
捨てないで 

皆様のご理解とご協力 よろしくお願い致します 

利水時期を 
守りましょう 
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いよいよ動き出します! 

令和４年度に事業採択を受け、本年度は現地測量調査
をはじめ、地権者からの聞き取り調査を実施し、換地計画原
案の作成業務を進めております。 

 令和６年度は秋の取入れ後、計画区域の北側より面工事
に入る予定となっております。地区関係者の皆様のさらなるご
理解とご協力をお願い致します。 

 
◇ 令和６年度の概算事業費９ ０００万円 

                      （Ｒ５ ９月現在） 

 

 

 

本区の幹線用水路である里用水路・大園用水路・羽月用水路に設置してある調整水門も 

設置後概ね 50 年を迎えており劣化もみられ、配水に伴う操作も水守人の方々は大変ご苦労をされて
おります。地域の防災・減災を念頭に、これら調整水門の電動化、自動転倒ゲート化を進めて参ります。 

 

◇ 北伊佐地区  

        里用水路・大園用水路・羽月用水路を一つの地域 

として事業化 
 

◇ 事業期間  令和 5 年度から令和 12 年度まで 
 

◇ 令和６年度事業見込額 ４ ０００万円 

（Ｒ５ ９月現在） 
 

令和６年度は、市街地中心部「朝日町」交差点の近くに 

設置してある五反田放水門の改修を計画しております。 

 

 

 

令和２・３年の豪雨水害により水ノ手川にある固定堰取水施設の損壊が確認され、農業用水の確
保に支障を来しつつある９つの固定堰取水施設を更新いたします。 

令和６年度は破損状況が著しく、且つ受益面積が大きい諏
訪古場堰（渡瀬口堰）と新牟田堰（垣内堰）の改修を進め
て参ります。 
 

◇ 事業内容  各堰に設置してある取水口（グレーチング）の更
新・一部床止め工の改修 
 
◇ 令和６年度事業見込額 １ ４００万円（Ｒ５ ９月現在） 

 

 

 

大田圃場 全景 

五反田水門 

新牟田堰 
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全国の金融機関からの自動振替が 

  できるようになりました！ 

 地元北さつま農協以外でも、全国の金融機関（信用組合、信漁
連の一部で取扱不可あり）からの自動振替を受け付けています。詳
細につきましては、事務局までお問い合わせください。 

尚、郵便局やコンビニからの払込は従来どおりです。 

 

 
 

１． 賦課額（予算額） 

（1）経常賦課金  13,024,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）特別賦課金  63,000 円  (ほ場整備事業他工事費受益者負担分) 

 

 

 

 

 

 

 

２． 徴収期間と徴収方法 

（1）徴収期間   令和 5 年 11 月 20 日から令和 5 年 12 月 11 日まで 

（2）徴収方法   原則として自治会別による徴収を行っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種別 10a 当り 備    考 

田 1,850 円 

・定款で定めた天水田については 1/2 

・大字山野・渕辺(山野十曽土地改良区との重複地)については、

2/3 の 1,230 円とする 

畑 930 円  

種 別 10a 当り 残債期間 

羽月地区 0 円 令和 5 年度まで（本年度は積立金で対応） 

第二羽月地区 70 円 令和 6 年度まで 

平成元年度以降、

経常賦課金とは・・・・ 
・土地改良組合の運営費および施設の維持管理費になります。 
・管理区域内で登記簿上、「田・畑」である以上、固定資産税と同様の扱いとなります。 

特別賦課金とは・・・・ 
・県営事業等の事業負担金です。 

・ほ場整備事業は農家の負担分を毎年分割という形で、国へ償還しております。 

ご協力ありがとう

ございます 
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◆ 農地の異動 （売買・交換・賃貸借等） 

◆ 農業者年金受給による経営移譲 

◆ 組合員の死亡・住所の変更等 

◆ 農地を宅地等へ転用 

◆ 公共事業(用地買収)による転用 

◆ 指定口座の変更・閉鎖 

【 注 意 】 
届出がない場合は、 
従前の人に賦課金が 
かかります 

（申告主義です） 

 


